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Ｉ．はじめに

－竹越与三郎､｢ﾐ大御所時代50年間ミの失政に対する弾劾」として、

大塩事件把握の画期的意義一

大正デモクラシーの立場に立って、竹越与三郎が、かつて膨大な名著『日本経済史』第６

巻（平凡社、1920年刊）において、大塩事件勃発の歴史的背景を深く掘りさげ、この事件こ
いえなり

そ、将軍家斉（いわゆるご大御所様'１手代ミを含む）の「50年間の失政に対する弾劾を試むる」

（同巻Ｐ､620）べく、まさに必然的におこった鉄槌だ、として、次のように先駆的に論じて

いたことが、今日あらためて想いおこされる－。

「是れ天卜幕政に飽きて、人心変を忠ふの兆にして、貨幣の劣悪より来る物価の騰貴、凶作

より来る米価の騰貴、窮氏の飢餓等の原因より氏乱を生じたる一事は、幕府が経済上に於て

後来倒れざるべからざる運命を含みたるを予告したる…｣(IiEilP､627）

ここには、大塩事件のもつ画期的意義が、たんなるご天保飢饅説ミやミ大塩病気OfT癩持）

説．とはことなって、きわめて鋭く的確に指摘されていたことに驚かされる。

ことに竹越は､｢寛政十一（注．1799）年より文化十三（1816）年に至る十八年間に財用の

不足五十余万両に達し」、それを補うために貨幣悪鋳策に依存し、「当時の貨幣は、元録の改

鋳以来数次の改鋳を経て、今や世界最悪の貨幣の－」となっていたこと、「文政十一（1828）

年より天保八（1837）年まで十年間に改鋳によりて幕府が利益したる所、実に九百万八千両

に達した｣(同Ｐ､618-619）こと、それらによる物価騰貴、米価高騰、そしていちじるしい

民衆の窮乏化と、他方一部特権層の富裕化、貧富の差の拡大、その他、大塩平八郎の「徽文」

の背景となる、政治腐敗の具体的実態などを詳細に明らかにしたのであった。

なにしろ将軍家斉には、「夫人の外十六人の妾あり、二十四人の御手附あり、子を生む事

五十九人に達し、大奥は殆ど娼家の如し」（前掲『日本経済史』第６巻Ｐ､605）といわれる

異様な情況であった。この点、『鮒天保武鑑襲色編』(天保８年f'１）の「御系図」によってみ

ると、家斉の子女のうち諸大名へ養子にいった者だけで１４人、諸大名夫人となった者１３人、

平成２年３月７１１原稿受翻
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f１１世者が23人におよんだことがⅢlらかとなる（Ｐ,４－５の「御系図」参照)。このため、大

奥の費用は莫大で「約20万両といわれ、幕府年間支出の１０％弱」（北島正元『日本の歴史

１８幕藩制の苦悶』中央公論社1966年刊行、Ｐ､292）に達する有様であった。

しかも家斉は、将軍職としての自覚に乏しく、安逸をむさぼり、放恋と怠惰、驍箸と瓶廃

にその身をまかせ、賄賂政治の横行と財政の窮迫、貨幣悪鋳と物価の高騰、飢饅災害の続発

と貧氏の激増にも全く眼をむけなかった。こうして、この悪風は幕閣のみならず、譜大名か

ら下級武士、与力同心その他にいたるまでしみわたり、綱紀はいよいよ馳緩し、幕藩体制の

危機は急テンポに深まった。
インモツ

猟官や家↑各の向上､公事訴訟その他が､すべて幕閣ないし大奥との縁故、それらへの音物．
ただあきら

つけ届の多寡によってきめられることとなり、水野,LH羽守ﾉ(&成の''十代（文政ｌ＝1818年、勝

手掛老中、老中首座をへて天保５＝1834年没）には、ｌｌＭ時代（}ﾘl和４～天明６＝1767-

1786年）をしのぐ風潮となった。駿州沼津の城主で老中首座の水野'１１１'羽守忠成は、松平越ＩＩ１

守定信とは「全然相反した性格の持主で、大の賄賂是認者であった、と言ふよりは寧ろ歓迎

者で｣、「老中として全権を握る事前後十七年、此間賄賂請託によって諸家の格式の引上げ又

は増禄したものは非常に多かった｣。なにしろ「家斉が生存中は、之れが秘書官として御{11リ

去らず附いて居った、三権臣若年寄林肥後守忠英、御側御用取次水野美濃守忠篇、御小納戸

頭取美濃部筑前守及中野播磨守（後に磧翁と改む）等に机当の手数料を払ひ、之等の人々の

手を経て、内々に大御所の手元へ金品を贈り、己れの志望するよき役に就任を希望するなり、

其官格の引上げなり、御力Ⅱ増を内願すれば、賄賂の次第によっては大抵の場合、其F1的を達

する事が出来た」（中瀬勝太郎『徳川時代の賄賂秘史』來洋経済新報社、1935年刊、Ｐ､132

～163）といわれる。

司。［

罰｜割|殿|臭

沢ｌｈ６１ｌＨ１Ｎ餅

ifij雲iiiii鬘|i霧||蕊

の

8８



鑿

iIiii
Ui；
Ｉ

？

瓜11Ｔ
灌斡

□し

號家澪

一一

(「、ｉ
蒜｣孝享簾凝

一一

‐代一十
，
士
子

■
■
Ⅱ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
■
８
５
０
０
日
■
■
出
０
０
０
出
■
■
■
酢
０
０
０
■
■
ｐ
」
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
．
Ⅱ
Ⅱ
０
Ⅱ
卜
ｌ
０
０
０
Ｉ
ｒ
Ｉ
Ｉ

☆千・四；了

警
曲
麹

整
一
位
霜
因
１

歩
平
拡
卑
義
■
室

撫川川城追心半津雌砿批十
水
席
狐
土
式
四
万
十
八
九

山
脈
似
削
中
止
血
宝

浦
上
蝋
肌
牛
秀
行
佇
宝

仙
瞼
脳
汁
停
幽
丁
脇
漆
脚
夘
恢

川爬Ⅱ川脇ⅢⅡ脇脳八ハイ小１
尾
鯛
大
納
言
右
祷
督

紀
伊
大
舶
壱
常
陸
小
：

水
戸
中
墾
一
一
戸
左
街
門
偶

灘

瑚
壬
位
犬
加
囲〃

韮宝華蠅

|T「
辮

束基公鮒螂織騨、胴三一一楕六厚ⅡⅦ
‐
‐
１
１
１
造
形
向
芳
郎
諾
Ｌ
Ｌ
岬
が
鼎
壯

７１億，

常

農
腿〔

jW7
JL

1､Ｚ

ﾌに
扣

囚

准
莅
中
越
一
一
ロ

ー元一一一芳・１

世一一俊拳相…

エ
ロ
［
』
一
烏
山
生
、
甫
尼

肌
些
也
漏
り
欧
匡
灰
努

四
厘
府
Ｚ
Ⅸ
戸
房
〆
佃二|■鴇

'P''謹潔

8９



、
毒i諺

}代|進

Tri
｢-ｊで戸女--士--.
J千，千千一 J1nRTH

Ｔ

☆
千

六一十Ｊ 童士
形〒)￣

提
一
一
一
郎
芳
早
仙

柵
姫
君
．
１
ｈ
．
早
世

寺
嘔
浩
，
早
世

峯
服
鑑

水
戸
中
細
一
一
一
回
齊
州
卿
藤
中

實
釆
落
Ｊ
早
世

従
一
一
位
大
鮒
一
一
一
Ｐ
■

に
笑
納
宣
春
榊
御
巷
子

俳
姫
鴬
早
世

時
之
肋
信
早
世

坐
冊
飛
消
．
早
止

懸別守梛不瀝
！
〃
術
代
邦
早
仙

妃
恢
中
仙
一
一
品
停
職
俳
艸
雑
缶
へ

高
雌
臆
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
幌
仙

洋
叩
拳
・
‐
，
早
世

九
班
君

早
世

旧
メ
ア
、
Ｊ
１
つ

Ⅲ
山
Ｋ
ｒ
弓

后に’’’’六千 ｌＷＩｉｌｉ
享濯享蒋字｛

壬｜竿

[「
鱸

､「
奎襄

世
Ｉ
Ⅱ
ト
ー
ー
ー
☆
千
．

西ｒｌｌｌ１ｌ☆子

Ⅲ
iｉ

蛍
形

女
子

ﾘＨ１ⅢⅨ

鈑
蜘
宰
相
科
蝋
艸
』
玄

肌
ユ
刈
君
‐
早
世

巻
河
守
：
（

松
平
沁
似
守
洲
葬
仲
葵
喪
子

薮
班
鱈

早
世

人
ユ
叩
驚
早
世

仲
Ｍ
落

早
世

情
奎
逃
一
意
早
世

末
姫
浩

松
平
俗
鍵
守
澱
川
空

腸
十
》
叩
落
早
世

・
薯
代
姫
君
～

酒
井
雄
獺
弧
螺
季
室

水
服
港

偶
川
尻
帥
脚
朴
は
岬
鯵
下

和
服
箔

松
子
幡
岨
木
末
椰
刷

松
子
に
伐
守
享
爪
室

女
松
冠

鼎
壮

大
迦
苅
／

袴
平
方
戒
★
炎
蜥
乢
室

供
二
莅
中
料
式
抑
艸
早
吐

從
一
一
一
位
宰
加
方
術
、
掛

函
暢
人
塑
闘
朴
匡
川
柳
継
子

弛
舳
芯

早
世

盛
肌
君

松
平
爬
仙
乎
朴
エ
童

民
部
太
川

千
世

松
平
田
幡
守
洲
似
川
醤
千

爪永
A1圧服
零落

ﾛ‐

9０



]更|更↑|in'一「
轆蕊鮒T賓護

，服Ｐ卿

篝

（
大
阪
府
立
中
之
島
図
禰
館
所
蔵
）

松螺粉同船大海松淡永ＭＭｌ艸公上,〔`樹

;聾瀧澤鰯譲
⑬薑峯韓峯口箪:IIlii.！

－－￣￣￣－－－－－－－ －－

ほしいまま

しかし、「さしも幕政を檀｜こして居った大御所家斉も病には勝てず、遂に天保十二年正

月三十日突如莞去した。弦に於て始めて勢いを得た老中水野越前守忠邦は、多年大御所の袖

に隠れ、……幕政を霊毒して居った水野美濃守、林肥後守、美濃部筑前守其他大奥の女官数

十名を一時に鹸首し、所謂天保改革の第一歩｣(同書．Ｐ､179）をふみ出すこととなっていく。

そこで、この興味深い『徳川時代の賄賂秘史』（中瀬勝太郎箸）以外にも重要な若干の史料

を掘りおこし、当時の賄賂政治の実態と大塩事件勃発の社会経済史的背景をより深くさぐっ

てみたい、と思うのである。

Ⅱ、幕藩制下の賄賂政治の一端

一江川文庫所蔵『大塩平八郎関係書状類』を中心に－

この点、詳しくは、「幕閣迄まき込んだ－大不正事件の告発」として大塩事件をとらえた、

NHKテレビの「配達されなかった大塩の三通の密弁」（1989年６月30日）の基礎史料となっ

たところの、近刊の仲田正之氏編の労作「大塩平八郎建議書』(文献出版刊）を大いに引用し

なければならないが、すでに青木美智男氏の力作「箱根山麓豆州塚原新田で発見された大塩

平八郎関係書状類」（『日本福祉大学研究紀要』NO59、1984年刊）によって紹介された、貴重

な古文Ｔｌﾄﾞ類（江川文庫所蔵）のなかにも、大塩の「傲文」の素材となったと考えられる数多

くの史実が含まれていたことを、ここに｝'二i摘しておく必要があろう。とくに幕藩制下におけ

る、官・財癒着ごと賄賂政治、公事訴訟の金銀による解決ぶり、上は幕閣中枢から、下は与

力同心・長吏非人頭にいたるまでの金権的体質が鋭く非難される一方、大塩をミ正義の味方竜

としてたたえたところの書状類もそのなかに含まれていたことを今日もっと注目する必要が

ある、と思われる。

げんに「摂河両国村々役人大坂町奉行与力同心ら非法につき訴状」（天保６年）には、鋭
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<大坂町奉行批判、与力同心（とくに内山彦次郎）批判、長吏非人頭（とくに善吉）批判な

どがくりひろげられており、そこには「傲文」のなかの幕政批判、町政批判などの根拠とな

る、具体的史実が、次のとおりなまなましく書き記されているのである－。

「乍恐書附を以奉願上候

一、当地両御番所と奉申_ヒル者恭も御当家

徳111様６御出ﾘ長役所と人皆存知居候虚二御座侯故、非儀無道成御取捌御座候、是非二及不申

儀と奉畏、御請御裁許叢乍居も、餘非道之御捌方明暮御恨ミ之もの数しらす、夫と申候茂西

御奉行附之与力同心衆如何成得勝手非儀非道、代々歴代之普代之大小刀を指ス侍二無御座故、

其銘々本意を忘れ、唯町人や百姓を相手二取扱、賄賂専ラ申請しを実として、当座当座之御

奉行様之御気を察、随賞シ、武士之魂生仁政者忘れ果二御座候由、御交代之御勤被遊候御奉

行様二於而者役向馴し侍中と御召仕も御座候得共、御当家諸国御役所いつれ二おいても当地

程非儀や無道之被成方御奉行様御直間調べ被遊候ハ少しも無利者なけれとも、御番所之御役

所之と御大事なる御場所二而、併々之内宅で珍宝金銀沢山二貧り取交之印二其意得、自己之

気低勝手計ひ多分二御座候儀者、御奉行所様者御存もなく儀数多御座候、右二付町中井摂河

播三ケ国農工商も得言もセズ難儀致し苦労仕候もの荒墹Ｔｌ『記御訴１２申上候、取分而西御奉行
（ママ）

様Ｗｊ組与力同心衆一同悪敷輩之其中二も内山藤次郎殿とやら

但、此彦次郎殿儀者極悪非道盗賊杯二仁恵を加へ捌キ遣し、夫故二実二悪事を働候者増長致

し悦もの数しらず、依之悪もの生出増長二およひしハ、評定を取似せ侍、誠二律義正直本路

二世を渡ル本路のもの者仁もなし、賄賂珍宝取尽し、評判を取機多侍、右之気質之弁なきも
（jバカ）

の者、桔梗仁恵之厚キ侍と賞も過り二御座候、都１m本意二叶候侍者稀二御座候得者、｜J自著り

貧り武士之大小刀差中二も此彦次郎殿へ者当時之高名間役と人々申之二付申上、

当地四ケ所と唱候長吏非人頭

善吉

弐拾六才

但、善吉者内山彦次郎殿二賄賂取扱、摂河播三ケ国番人を威し苦シメ、内二而者壱万石之御

大名モ及ばぬ暮し向、普請立端二馬を飼、下男下女鮨服着スハ云も更也、箸もの乞食二仲ケ

間身程過例も内山二合せ置候得者、大事なきもの二御座候」

「－，大御番所附御組与力同心衆者、侍二似夕大小差}:下着之御盗賊、非儀無道之役人之行

ハ己々之其罪を人二負せる事、委細二申上候者も無之候得者、露頭も無之御奉行様同心二御

心得大キな顔して右手附手元之盗賊非儀無道者御構も無之、只末々番人枝葉之もの杯力悪敷

者も御取捌者愚二や、机下々之悪事者知たもの、先与力同心賄賂を申受る公事故障、捌方ニ

ヒイキ之事者只一ツも無之力、大坂に'１之糞小便や古手古道具屋者申二不及、何二迄も御上之

御為筋と申之、町人百姓貧り、末之者も御上之為二間ナレハ難有と悦ひ、其度毎二与力同心

己之役料と申立、財宝金銭貧取候義、皆人々知ル所也、与力知行高弐百石物成者八拾石二候

得共、七八千石取之御旗本衆も及はい暮し、日々酒肴衣類迄箸ル身之暮者、正路之武士之仕

業ニヲドス、皆賊武士、在々農百姓公事毎金設、詔武士若哉悪事ハ露顕もすれは、数二も足ら

ぬ在番非人か悪ものとよハみへ附込、論武士同心之心得方何役も同しことナレ共、就Ll1盗賊

方と被申付候御方者、御奉行より被仰付候由二而、四ケ所長吏非人江申付、夫より在番非人

江申付、町人百姓共之博変又者小盗賊かすりものと名を付て、些も風聞悪敷もの者御地頭御
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領主村役人之意兇二而もﾎ１１済儀を、儒伴壱枚単物半切二而も盗取風聞スレハ差押召捕ヨト、

茶屋宿屋へ皆呼寄』馳走を乞、数日を重ねし二付、大坂支配摂河播三ケ国之村々多分之雑費入

用、又其上に名前書懸り出役之同心とも名前書印、被捕候者之村方者勿論、盗賊売先質屋取

次人之懸り村方迄右之宿屋江呼出し、是も懸りと名を付て盗賊者内山流の御憐慰杯と其場よ

り追沸候」

そして鹸後にミ正義の〃ＩＥ方尋としての「大塩平八郎様とやら申御与力」への以衆の期待と

世直し(｢世上治ル様二｣)＝幕政改革への願望をこめて、こう切々と訴えられていることも大

いに参考となるのである－。

「七八ヶ年程以前二大塩平八郎様とやら申御与力御出役、其節悪党之弓肖'１と言与力切腹とや

ら、長吏小頭共者獄門打首夫々御仕置有之、当座二者世化治泰平楽と喜悦之間もなく、大塩

様者御隠居被成候間、非道之内山殿とやラカ世二出て、役人署長而者神も佛も無之もの歎、

悪事之盗賊杯江者憐慰を加へ増長をさせ評判を取ル者、祖世之中者浮紗也、篤実律儀之もの

ても非道無罪之科を申受ルも時節と悲り哉、管相無様之御流罪も有之と承り候得者、まして

末々下郎凡夫ハ知れた事、併無罪を入牢追放二逢しものハ、嚥々ロ惜とやおもふらん、命を

桧ルもの無キにもあらす、得と御勘弁可被成下候、右悪党之長吏共与力同心と馴合、已々之

悪事をハ、末々下之もの江譲置能キ顔をする悪心を御察可被成下候､，右入牢無罪御苔之も

のへ跡家内まで難儀之趣申付候儀も仮有之、長吏小頭と申もの者在村々番人小頭共江者申含

居候付、右悪事を知て居ても自分自分の持場千軒弐三千軒之家数二而も無役場所迩、何二も

長吏非人頭江遣不申侯而も合い済申候、只長吏小頭之悪事手元之鼻をリ|番人を貧り取立遣シ

故、何二も手より差出ハ不申候杁番人右小頭合被申付難儀二付、無檬村方百姓江貧、頭へ遣

し候儀二御座候、在小頭共者長吏頭之悪事を包遣し候義二御座候、道を守候番人者邪魔二成

候故、入牢追為致様二取成、上曇りド箸ル時とそ悲敷儀二御座候、委細者御聞合之止悲人頭

之箸り貧り悪事､在番人之小頭共諮りのものへ悪事､得と御間合世上之難儀を御助被下候ハ、、
（マ、）

重畳世々難有奉存候､みぎ之趣委ﾎﾞｌＨ之義者関東御'二|附様江も申止置､若御影着も不被下候ハニ

無檬江戸表おゐて御吟味役御老中様之御駕籠訴上も可仕、御当地二而片手打牢死犬死を為致

而貰候儀者御免可被「候、両国之為二候得者名乗出御訴上可仕候間、今再応之御聞糺之上世
（ママ）

上治ル様二偽奉希願上候、乍恐命ニラ|替而も御糺

奉願上候、以上

天保六年摂州河州両国

未閏七月村々役人」

（仲田正之編『大塩平八郎建議寺』Ｐ､149～162も参照）

Ⅲ、金座の後藤三右衛門の『後藤家記録』にみる、幕藩制下の賄賂政治の実態

~東大史料編纂所所蔵史料を中心に－

さて、ここに最近のたびかさなる調査でついに入手できた『後藤家記録』(東京大学史料編

纂所所蔵）という興味深い表題をもつ綴本（約150余枚）の写真版がある。これは、刑死し

た御金改役で、悪鋳により莫大な利益をあげ、幕府要路や自分自身のふところをこやし、

、天保改革の裏面の立役者ミとされた後藤三右衛門（弘化２＝1845年４月入牢、１０月処刑、

50才）がのこした覚書類を丁寧に筆写したもので、それを写真版に撮影した、きわめて貴重

な、化政期から天保改革期を根本的に見消すうえで不可欠の史料、といえるものである。
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夜から、天保改革をへて、その流産と投獄直前にいたる、きわめて重要な時期に、後藤三右Ｆγ「一・蝉噌班洲幽鵬‐
Ｌ一＃仏Ｅ７ぞ孑己回‐が省
一
夫
土
ぱ
安
列
一
二

・
石
ギ
ガ

戸．.｡W■可宕ﾏー

台唇

圧
桐
ニ
ル
墓
別
緑
一
円

9４



術l1Ijが改革をすすめた幕府高官らに贈賄したメモや心願書、その他の史料が綴込まれており、
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(1)大塩事件勃発前後における老中・水野越前守への贈賄メモ

ー『者満松音物党』(天保７～13年）を中心に－
（浜）

その全面的紹介は膨大なので、月'｣の機会にゆずらざるをえないが、まずここでは『者満松音

物覚』を中心に、天保７～1３（1836～42）年の期間に金座の後藤三右衛門光亨が老中の水野
いんもつ

越前守忠邦とその家老の岩崎彦右衛門に送った、バライェテイに富む音物の内幕を明らか|こ

し、大塩の「徽文」の具体的背景を掘りさげる史料のひとつとしたい。

まず大塩事件勃発前年の天保７（1836）年の正月や３月には、後藤は特別に作った縁起物

の大吉小判３両や、純金で価値の高い逆桐２朱20両を水野に贈り、逆桐５両を、水野の家老

の岩崎にも、次のとおり賄っているのがわかる－．

｢天保七申年正月廿五日

－，大吉小判三両

三月十八日

一、逆桐二朱金弐拾両

同日

一、同五両岩崎

十月廿六日

、小刀柄芭本同人

十二月七日

、金千正」

天保８（1837）年の大塩事件勃発直前にも、正月に吉例として大吉小判３両を水野、同１両

および銀５枚を岩崎へ、そして事件勃発前夜の２月６日には、なんと「武器料」として水野

に200両、岩崎に１０両、さらに'４日に岩崎に金2,000正を期っている。そして大塩事件鎮圧後、

水野が幕府の要職たる御勝手掛に任命された３月には、切子形根付時計（八角形の懐中時計）

や雪舟の掛物、小道具料として金100両を贈って、その出世を祝っている。ついで５月以降、

慶長金や元禄金、孔雀石置物、唐置時計、光琳掛物、銀具盃洗などを贈り、岩崎にもガラス

の菓子鉢その他を贈ってご機嫌とりにこれ努めている。

｢同八酉年正月廿二日

－，大吉小判三両

同日

‐、同壱両岩崎

同日

一、銀五枚同人

二月六日

武器料

一、弐百両

同日

-、拾両岩崎

二月十四日

一、金弐千正岩崎

三月

、切子形根付時計一柄

同日

、雪舟懸物一lWii価五両岩崎

三月廿九日

小道具料

、金百両

同日三所物料

、弐拾両岩崎

五月

、慶長金省両弐分

、元禄壱両壱分弍朱
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、乾字壱両壱分

、武蔵壱両壱分

、享保壱両壱分

同月伊与青石代

、金百六拾八両

同月三所物代

、金五拾両岩崎

同月

、古金六両弐分弐朱同人

同月

、孔雀石置物一価八両

七月

、唐置時計一価壱両壱分

同月

、光琳筆掛物一幅

、根付時計一対価三拾六両弐分

七月

、金千両

－，百両岩崎

九月

、金銀香合一組同人

十月

、五両判五枚

一、同弐枚岩崎

十一月

、保字小判分判三拾両

同月

、同拾両岩崎

同月

、枝珊瑚樹置物一鉢

一、キヤマン菓子鉢岩崎

十＝月

、銀具盃洗」

天保九（1838）年を迎えると、江戸城西丸が炎上し、その再建費用としての上納金を断る

か、値切るかの下心からであろうか、後藤は水野への四品に対し、岩崎には銀袋香炉、キリ

コ筆洗など九品もの賄賂を贈り、いろいろと画策しているのが推察される。

｢天保九戌年正月

-、大吉三両

一、同壱両岩崎

二月

-、紫壇卓同人

三月

一、小道具料百両同人

三月

-、肉池壱本朱一本

同月

一、銀袋香炉岩崎

七月

一、銀鷹香炉

同月

、弐拾両岩崎

、キリコ筆洗同人

八月

、當百藤種同人

八月

、相阿弥四季富士四幅対

九月

、枝珊瑚置物一岩崎

十二月
ツリカゴイケ

、銀舟形金勺籠生同人」

天保1０（1839）年にも、水野に四品に対して、岩崎に八品もの賄物をし、その歓心を買っ

ている。珍しいものとして、三月水野にエレキテル（治療用の手動発電器）を贈っているの
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も性Ｈされるところであろう。

｢天保十亥年正月

一、大吉小判三両

一、同壱両岩崎

同月

一、鮫鞘一本同人

同月

-、根付時計一柄同人

三月

一、金千正

同月

-、銀三枚岩崎

同月

一、エレキテル

五月

、鶴皮壱枚

同月
力

、廉乘作'｣､柄壱本岩山奇

五月

、’二焼金三拾五両同人

九月

、切子小Ⅲ拾人前同人

十一月
ツパ

、大'1,鍔一組(m六両１両１人」

さらに天保1１（1840）年になると、今度は“官房長官”級では駄目で、“首相”そのもの

により強く狙いをつけたのか、岩崎に六１Ｗこ対し、水野にはﾉし品、とくに水野の趣味におそ

らくぴったりの聖賢障子図や古銅j帥子置物、朱塗青Ll手卓、枝珊瑚置物などのアンテイーク

類を贈って必死で何事かを嘆願している様子が推察される。

｢同十一子年正月

-、大吉小判

一、同壱両岩崎

正月

－、聖賢障子図一巻

三月

一、枕時計一柄岩崎

七月

－，鹿乘二所物同人

八月

一、銀象眼紫壇台附妙鉢、価四拾一両

八月

-、古銅獅子置物価拾lJLl両弐分

同月

一、朱塗青貝手卓価拾弐両

九月

、命弐千正岩崎

十月

、虎置物

、花柵台価四拾三両程

十二月

、枝珊瑚置物

同月

、金千正岩崎

十二月

、即乘作三所物価百七十両

同月

、吉晁作小柄壱本岩崎」
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(2)天保改革のまっただなかにおける水野への贈賄状態

一同『者満松音物覚』を中心に－

やがて天保改革の幕が切っておとされた天保1２（1841）年に入ると、今度はまた水野へ五

品に対し、岩崎へはなぜか八品（質は若干落ちるかもしれないが）の贈賄をしている。それ

にしても、一国のミ総理大臣、その他にあたる、幕府の高官らが、庶民に過酷な質素倹約を

強制し、御触の乱発で怨瑳の的となりつつ、あいもかわらず賄賂を平然と受けとり、ご改革ミ

ミ改革ミを唱え、むりやりそれを強行していった、冷徹そのものの、今も苔も変わらぬ姿に

は唖然とならざるをえないであろう。こうして｢水野は自己の勢力に拮抗するものがなくなっ
（ママ）

た事と好機とし、凡らゆる苛政を試みると共に随分手酷しい賄賂も取った」（前掲『徳Ⅱ|時

代の賄賂秘史』Ｐ､183）とみられるのである。

｢同十二丑年正月

-、大吉小判三両

一、｜可壱両岩崎

三月

-、長音銃

一、短冊懸岩崎

同月

-、玉jklikl堂法帖価拾三両

同月

-，五両判一両岩崎

同月

-、金五両同人

同月

-、金絵徳利一本同人

十月

、唐水牛一枚価拾五両壱分

同月

、大形練皮鍔

同月

、同小形壱組岩崎

十一月

、大牛皮一枚同人

十二月

、金弐千正同人」

ところが、このあとになると天保９年の水野への贈物として銀雲竜金、天保13年正月の大

吉小判３両や信乘作の鍔１枚、岩崎への大吉小判１両などが追加記入されるにすぎなくなっ

ている（そしてこの年以降は、同記録中の『手元日記』や『諸向音信贈答帳』などに、二人

のみでなく鳥居甲斐守や掘大和守その他への巾ひろい賄賄の実態が息をのむように克明に記

録されていくこととなるのである。この点は近刊の別著参照)。

｢天保九戌年十二月

-、銀雲竜金

天保十三黄年正月

-、信乘作鍔一枚

同正月

、大吉小判三両

一、同壱両岩崎」

以_このような老中水野越前守と家老・岩崎彦右衛門への賄賄メモにつづいて、年月も明記

なく、ただ「覚」の見上１１,しのもとに、①「小判一分判吹直し・五両判吹立御用御礼」として

9９



水野へ1,000両、岩崎その他へ300両、②西丸炎上（天保９年３月）再建費としての「上金御

免内願の節の用達金」1,000両、「役人中へ音信分」300両その他が、次のとおり率直に課

き記されているのもはなはだ興味深い－．

「 覚

、金千両 小判一分判吹直し五両判吹立御用被仰付候為御礼、水野越前守殿へ

差上候分

右同断二付右家老岩崎彦右衛門其外へjH1醗候分

旧冬上金十ケ年賦納被仰付候為御礼水野越前守殿へ差上候分

右１両]断二付右家老岩崎彦右衛門其外ヘホⅡ賄候分

西丸炎Iミニ付別段上金等御免内願之節越前守殿へ御用達候分、尤来

亥四月限御返済之積

右同断二付右役人中へ音信之分

、金三百両

、金千両

、金三百両

、金千両

一、金三百両

附礼

〆三千九百両

内千五百四拾両弍分壱朱

千六百弐拾壱両三分

七百三拾三両弍分三朱

御役所

金座

１次崖」

(3)リライトを迫られる天保改革と水野忠邦像

こうしてみてくると、従来天保改革の立役者・水野忠邦といえば冷徹・俊厳かつ潔癖な政

治家としてのイメージがかなり強かったが、それがいまガラガラとくずれおちていくのをく

いとめることができないであろう。事実「水野の力を持ってしても容易に賄賂は止めさす事

が出来なかった」だけでなく、「越前守自身も扣当賄賂を贈って」おり、「取りもして」いた

ことが一層明らかとなってきたのである。

すでに水野は、将軍家斉の愛妾お美代の方に結構な賄賂をおくり、そのとりなしによって

老中の地位をかちえたこと、新将軍家慶に養女お雪を献じ、その歓心を買うとともに彼女に

大奥の内情を偵察・報告させていたことも、次のとおり明らかになっている－．

「越前守は將軍家慶に如何して取り入るべきかにつき少なからず苦心した結果、當時の常

套手段である愛妾献上の事を思付き、廣<美女を探し求めて居った虚、京橋南鍋町風月の娘

お雪が絶世の美人である事を聞き込み、之れを懇望し、己れの養女としてもらい受け、行儀

作法を仕込み、改めて將軍に差Iこげ、家慶の歓心を買ふと共に、之れをして大奥の事情を偵

察報告せしむる事にしたのであった。

尚ほ此外に大御所家齊の愛妾お美代の方には瘻々結構な賄賂を贈り、之れにより大御所へ

の取りなしを乞ひ、漸く｜こして老中の地位を捷ち得たと云ってもよい位であった。此事に就

ては大谷木木寒同の著燈前一睡夢に詳記して居る虚である」（前掲『徳川時代の賄賂秘史』

P,180）
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しかも、「水野の緊縮弾)ﾓ政策は凡らゆる方面に苛酷厳粛に行はれ、之に加へて町奉行鳥

居甲斐守の冷酷苛政振りは実に言語に絶するものがあったが、夫れは単なる表面上の事で、

内面的には｣、水野もまた「歴代執政者の轍をよくふみ、収賄については杣当なもの」だっ

たようである。当時江戸っ子が水野に対し、「引札」で次のように椰嶮していたのも大変興

味深い－．

「 弓|ﾈＬ

乍しI軍書付を以て奉二申_'二一候

一各様益ご御機嫌能〈、被し遊鷺御座一、恐悦至極に奉ﾚ存候、随而私役向之儀者、以二御

蔭一日増に繁昌仕、冥加至極難有仕今奉ﾚ存候、尚又常十二月’二旬より、諸品相改下直に寶

出申候間、不し限二多少一、御用向被二仰付一被下候様奉二願上一候、

尤其家格に不し拘、御用向被二仰付一候御方は、御外見御外聞共宜敷様、御為第一に相考、

御用向精々で出精之内、成就仕候様差上申候間御願競被ﾚ遊可し被下候、

依し之諸品御直段左之通りに御座候

一金紋御挾箱簑繍共代金壹萬雨より

－虎之皮御鞍覆代金五千両より

一御枕鑓井御打物代金八千両より

－宰相之御昇進代金登萬雨より

－中將へ御昇進代金五千両より

－大將へ御昇進代金五千両より

右之通に御座候

其外侍従、以下御側衆、三奉行者、不及申、諸役に御役付御望之方者、代金思召次第に可

机成、出精相働、御役付被成候様仕差上可申候、

御大名方御役にても、金銀にて被二仰付一候は､.如何様六ケ敷御用、格別にて相働き下直

に差上可申侯、且又金銀吹稗之儀は、元來渡世に御座侯兼々金銀座へ申談し、度々吹替之儀

爲二相願一申候、右古金者高直に頂戴仕候、新金は下直に差上申候間、何卒御用向不限多少

無滞被仰可被下候

遠國へ御差出し被遊候御方にても、御億分と相成候様仕法仕度、別紙御鯛之通り相違無御

座候間、無遅滞御引替被遊被下候様呉々も此段偏に奉願_上候恐|皇諏言

本國遠州濱松

出張所江戸馬場先御門内

現金掛値なし

西ノ丸下角

水野越前大橡

取次寶弘所向島

ＬＩ１野隠居

追て不遠奥州棚倉へ所棒仕候問、無御油断、唯今之内、御用向被仰付可被下候様奉願-ｔ、

候以上（天言筆記巻二)」
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これらによると、水野もまた「地位と権威を利用して以上の様な賄賂を取って資格の引上

げ又は売官をして居った事は想像するに難くない」（前掲『徳川時代の賄賂秘史』Ｐ､193～196）

のである。

さらに「越前守罪状捨札之写」という譜鑪l新罪状によれば、次のとおり後藤三石衛門から

3,000両、高嶋四郎太夫より６万両、札差等より３万両など収賄の嫌疑が水野にかけられて

いるのがわかる－．

「捨札之嶌

遠州無城越前小僧卯五十五

此者儀、厚き御恩澤を蒙り乍ら之れを忘却致し、私慾を長し其上金銀吹替に付、後藤三右

衞門より三千両、長崎表高嶋四郎太夫より内々頼を請け金六萬雨にて御菩を免し、札差共よ

り金三萬雨､笄lll被仰山間敷儀を請合､江戸御府内は勿論諸國一同難澁に落し入れ候段､重々

不届至極に付、西丸下引廻之止、於二品111-重き罪科に行ふもの也（天言筆記巻四三）

（同ftﾄﾞ．Ｐｌ９７）

また、「名町奉行と云はれた矢部（駿河守）も気がり|けてならない位、賄賂を賄って立身した」

（同書．Ｐ､184）といわれることも付け加えておこう。

(4)贈賄者＝後藤三右衛門の富の蓄積の秘密

なお、金座の後藤三右衛ｌ１ｌ]が改鋳によってどれほど儲け、どれだけの富を蓄積していった

かについて、林直道氏の興味あふれる論稿「金座の後藤三右衛門」（｢現代と思想』NolO

1792年刊）によれば、鋳造高のｌ～1.7％をグロスの利益として憧得、これが「諸大名にた

いする高利貸付に運用され、雪だるま式に埆殖｣、その財産は「百万両ともいい、二百万両

ともいう」として、次のとおり指摘されている－．

「後藤ミ金座、の長、すなわち大判をのぞくすべての金貨の独占的生産者として巨万の富

を積んだ.…･…･…。浪費将軍家斉はその華美放侈の財源を通貨改鋳によって賄ったことは多

くの史家の指摘するところであり、また『貨幣秘録』によれば、天保九年、十二年の改鋳に

よる出目はそれぞれ百万両を突破したとされている（ちなみに天保十三年における幕府の財

政は歳入110万余両、歳出163万余両、差引き53万余両の赤字であったから、一回の出目で二

年分の赤字を埋めた勘定になる)」

「さて、三右衛門が後藤家をM1いでから、幸か不幸か、この改鋳・新造が矢つぎばやに命

ぜられた。まず文化十五年、二分判金（俗称真中）吹立、文政二年、小判および一分金の吹

替、文政七年、－朱金および新二分判金（]Y沖）の吹立、天保三年、二朱金吹立、天保六年、

当百銭鋳造、天保八年、五両判の新鋳、同八年、小判および－分余の吹祥、さらに天保銭の

総吹糀等々といったぐあいである。

こうした立てつづけの吹立、吹棒がすべて後藤の致富とストレートにつながった｡……･･・

後藤の収入は貨幣鋳造の金高にスライドして一定制令の手数料をうけとる建前となっている。

それはご分一金､といわれるとおり、原則として鋳造高の一分（１％）であったが、かなり

変動もしたらしく、たとえば天保三年の二朱金鋳造のさいの資料によれば1,000両につき－
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七両余、すなわち1.7％強が後藤に与えられている。もちろんこれはネットの利潤ではなく

てグロスであって、このなかから手代にたいする手当をはじめいっさいの諸経費を賄わなけ

ればならない（もっとも、金座職人の工賃は、別個に支給される)。それにしても分一金は

後藤のおどろくべき致冨を可能にした。

さらにこの貨幣的富は、例によって諸大名にたいする高利貸付に運用され、雪だるま式に

増殖した。

かれの財産がはたしていくらあったか。一説には現金だけで百万両ともいい、二百万両と

もいう」

また､竹越与三郎も『日本経済史』第５巻において、金銀「各座役人の所得は、硬貨鋳造
、、、、、、、、・

高に対する歩一金lこして、金座後藤氏、普通座人の受くる歩一金の外、特別の歩一と扶持と

を受けたり」（Ｐ､443～444）として、後藤家の場合、歩二分（２％）以上取得したことを明

らかにしている。

これに対し、徳富蘇峯は、膨大な著書『近世日本国民史文政天保時代』（民友社．１９２８

年刊）において、改鋳利益15％を提起し、次のごとくのべている－．
ざくわじよう

「古金の改鋳Iこ際して、貨幣鋳造に要する諸入費歩一金、其他一切の工業費を去り、過乗り
きんせいふをざ でめをさめいぶ人せいし、らい二れりえききんい かつぶはん

する金を政府に納むるを出目納と云ひ、文政以來は、之を下'1益金と云へり。曾て二歩判三千
りやうよかいちう りやうえきき人えいすなはりや；たいりやう

三百八十雨餘を改鋳して、四百九十両の徐金を得たりと云ふ。即ち－千両にズオし、百五十南
わり りえき

の割（一割五分）のﾈﾘ盆ありしなり」。 （Ｐ､55～56）

また松永義弘氏の興味深い「天保改革、高官の袖の下」（『歴史と人物』1976年11月号）に

よると、天保二朱金の吹立の場合、鋳造商の3.8％を金座がとり、その44％を後藤家が取得

した（21万5.415両)、として次のように指摘している－。

「彼の経済的基盤は、鋳造金の手数料の収得にあり、鋳造高の三・八パーセントを金座が

とり、その金座の手数料中より四リリパーセントを後藤家がとる。例えば天保二朱金（天保三

年～安政五年）の吹立（鋳造）では、

吹立高1288万3700両

金座手数料４８万9580両

後藤家手数料２１万5415両

の高額な所得があった。

三右衛門が金座長官として在職した二’一七年Ⅱ'1、二十1,1をこえる新鋳、改鋳を行ったので

あるから、その財力は、想像をこえる｣。

さらに川崎房五郎氏の「天保改革における後藤三右衛門と悴庄左衛門」（『江戸その政治

と社会』光風社flIRl89～193）でも、

「彼は金吹立ての利益金が多年改鋳のたびにあって、貯えたとして六白万両を幕府に献金

し･･……･私財を二十五万両も寄付している」と評かれ、興味にみちた石井研堂の『天保改革

鬼謹｣(1926年春陽堂刊）から、次の箇所を引用されている－。

「天保十四年三月に嫌疑の簾で評定所に連れ行かれ、其跡へ多くの刑事方が来て、家財残

らず封E|]をつけ、諸書類を押収し、別邸今戸の住居にも、１両]様封印を付けた。当時三右衛''１」
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めかけ

の家族は、家内と年若のＩ卒一人、妾六人~ﾄﾞ女三十人下男三十三人、都合七十余人、土蔵の内
かえ

を調べた所、市民の所有する古金銀を全部出させて、通貨にヲ|換を強要した時代に拘らず、
おき

通用停止の保字小判七万五千両、文字'｣、判二万両、五両\ｌ五千両等を石櫃内に蔵め、其外延

金灰吹銀及び古金銀等、総計十八万余両有った」（Ｐ､135）

＊

こうして､大塩事件勃発前後の歴史的背景をみてくると、｢傲文｣に記されたﾐ官・財癒着ミ・

賄賂政治＝政治腐敗の実態と幕政の末期的な症状は、まさに想像以上のものであり、ミ大御

所時代50年間の失政に対する弾劾､の鉄槌としての事件勃発の歴史的社会的必然性がもはや

十分に明らかとなったのではなかろうか、と思う。

く追記〉

この東大史料編纂所所蔵の稀観本『後藤家記録』についての詳細と全内容は、近刊の別著一

で明らかにする予定であるが、この機会に東大教養学部の趙成勲氏や史料編墓所の中村敬子

氏に、この貴重な史料発掘のためにたびかさなる、無理なお願いをして大変お世話になった

ことを厚く感謝する次第である。

－１０４－


	1111所報第１３号.pdf
	所報第１３号.pdf
	1.pdf
	2
	3
	バインダ1
	4.pdf
	5
	4


	191
	所報第１３号
	1.pdf
	2
	3
	バインダ1
	4.pdf
	5
	4



	191
	1111所報第１３号
	所報第１３号.pdf
	1.pdf
	2
	3
	バインダ1
	4.pdf
	5
	4


	191
	所報第１３号
	1.pdf
	2
	3
	バインダ1
	4.pdf
	5
	4






